
   

就業体験 実習内容 ～ 受入方針と実施内容 

 記入日令和７年３月 18日 
 
受入事業所名 
 

山口労働局 

 
就業場所 
 

山口労働局（山口地方合同庁舎） 

 
実習日程・日数 
 

令和７年９月８日～９月１２日の５日間実施 

実施方針・就業体験の内容 

  
 山口労働局は「働く」ということに関連した様々な業務を行っている厚生労 
働省の地方機関です。山口労働局の出先機関には、労働基準監督署やハローワ 
ーク（公共職業安定所）があります。 
業務内容は「基準系業務」「安定系業務」「雇用環境・均等系業務」に大きく

分かれており、5 日間でこれらの幅広い業務を体験することができるようなカ

リキュラムを用意する予定です。 
皆さまの参加をお待ちしております。 

 （山口労働局のホームページにも掲載しますので、ぜひご覧ください。） 

 
【主な体験内容】 
 １ 山口労働局の業務説明及び各部署での業務体験 
  ・労働基準監督官の業務体験 

・労災認定体験 
・職業相談体験 
・労働相談体験 
・労働者や事業主が作成する各種書類の作成体験 
・職業興味検査、ジョブカードの作成体験 

  ２ 山口労働局、労働基準監督署、ハローワークの職場見学及び関連施設 
の見学 

  ３ 若手職員との座談会（フリートーク） 
  ４ 業務体験後の振り返り 

   
  
  

山口県インターンシップ推進協議会 

  

様式例示（様式自由） 


